
証券コード：6393

定時株主総会
招集ご通知

第 回

日 時

場 所

書面交付請求されていない株主様には、株主総会
参考書類を併せてご送付しております。
また、書面交付請求された株主様には、法令およ
び当社定款に基づき電子提供措置事項から一部を
除いた書面をご送付しております。

ネットで招集のご案内
本招集ご通知の主要コンテンツをパソコン・スマート
フォンでも快適にご覧いただけます。
https://s.srdb.jp/6393/

2026年6月29日（月曜日）
午前10時

神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号

当社 本社大会議室

議決権行使期限
2026年6月26日（金曜日）
午後5時10分まで

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
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（証券コード 6393）
2026年６月12日

（電子提供措置の開始日 2026年６月５日）
株 主 各 位

神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号

取締役社長 宮 坂 篤
第82回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第82回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイ

トに「第82回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイ
トにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
・当社ウェブサイト https://www.yuken.co.jp/ir/stockholder

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しております。
・東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名
（油研工業）または証券コード（6393）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を
選択のうえ、ご覧ください。
・ネットで招集 https://s.srdb.jp/6393/

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月26日（金曜日）午
後５時10分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていた
だき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利
用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［郵送による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するよ
うご返送ください。

敬 具
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記
１．日 時 2026年６月29日（月曜日）午前10時
２．場 所 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号

当社 本社大会議室
３．会議の目的事項
報 告 事 項 1．第82期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第82期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
（1）電子提供措置事項のうち、「会社の体制および方針」、「連結株主資本等変動計算書」、

「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」として表示すべき事項
につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株
主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人
は当該事項を含む監査対象書類を監査しております。

（2）インターネットによる方法と議決権行使書を重複して議決権行使された場合は、イン
ターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによ
る方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといた
します。

（3）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、
賛の表示があったものとして取り扱います。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。
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「ネットで招集」のご案内
本招集ご通知の主要コンテンツをパソコン・スマートフォンでも快適にご覧いただけます。
以下のウェブサイト又は「QR コード」にアクセスしてご覧ください。
https://s.srdb.jp/6393/
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議決権行使のご案内

議決権の行使には以下の３つの方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書
類をご検討のうえ、いずれかの方法で議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

株主総会への出席による議決権行使
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時 2026年６月29日（月曜日）午前10時

書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、

行使期限までに到着するようご返送ください。なお、各議案につ
きまして賛否を表示せずに提出された場合は、賛成の意思表示が
あったものとしてお取り扱いいたします。

行 使 期 限 2026年６月26日（金曜日）午後５時10分

インターネットによる議決権行使
インターネットによる議決権行使の場合は、次頁をご確認いた

だき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行 使 期 限 2026年６月26日（金曜日）午後５時10分
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インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使書
議決権行使書イメージ（表）

「スマート行使」対応議決権行使が簡単に！

議決権行使コード（ID）及びパスワード
のご入力は不要です。

　同封の議決権行使書用紙右片に記載のQRコードを
スマートフォン等で読み取り、当社指定の「スマート
行使」ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の
案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを読み取る
「スマート行使」による方法

「スマート行使」で一度議決権を行使した後に行
使内容を変更される場合は、右記の議決権行使
コード（ID）・パスワード入力による方法にて変
更ください。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

ご利用時の注意事項について
⃝ �書面とインターネットにより議決権を重複して行使された場合は、インターネット

によるものを有効とします。インターネットで複数回行使された場合は、最後に行
われたものを有効とします。

⃝ �議決権行使コード（ID）及びパスワード（株主様が変更されたものを含みます。）
は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

⃝ �議決権行使コード（ID）及びパスワードは、ご投票される方がご本人であることを
確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

⃝ �パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックさ
れた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

議決権行使コード（ID）・
パスワード入力による方法　

1.当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（上記URL）にアクセス

同封の議決権行使書用紙右片の裏面に記載の議決権行使コード（ID）
及びパスワードをご入力ください。
パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。
以降、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2.ログインする

クリック

お問い合わせ先 ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行㈱ 証券代行部（下記）までお問い合わせください。

※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」 
の操作方法等に関する専用お問い合わせ先 0120-768-524 （9：00～21：00）
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（ご参考）１株当たりの年間配当金および配当性向の推移
旧方針 新方針

※配当方針は2024年３月期末の配当から、「配当性向30％を基準とする」から「配当性向50％程度」に変更 
特別配当（左軸）　　　　 配当額（左軸）　　　　 配当性向（右軸）

’20/3期
第76期

’21/3期
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第78期

’23/3期
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’24/3期
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’25/3期
第81期

’26/3期
第82期（予）
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52.5% 52.6%
150
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52.7%
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社の配当方針につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘案し、適正な

成果の配分を行うことを基本としております。また、連結業績との連動性と安定配当のバ
ランスを勘案しつつ、配当性向は50％程度を基準としております。
このような方針のもと、当期の期末配当金につきましては１株当たり90円といたした

いと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当に関する事項およびその種類

当社普通株式１株につき90円 総額320,091,390円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月30日
以上により、中間配当金60円を含めた当期の年間配当金は、１株につき合計150円と

なります。
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第２号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任を

お願いするものであります。
なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の

決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

こ ぐれ しん きち

木 暮 信 吉 1974年２月11日生
所有する当社株式の数
普通株式０株

略歴
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

長野法律事務所入所
2023年10月 木暮法律事務所開設

（現在）

重要な兼職の状況
木暮法律事務所 弁護士

（注）１．木暮信吉氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は木暮信吉氏が運営している木暮法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、同契約に

伴う取引金額は僅少であります。
３．木暮信吉氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を

統治する充分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、
補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

４．木暮信吉氏は、当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立社外役員の独立性基準」により、
一般株主と利益相反の生じる恐れがなく十分な独立性を有しており、東京証券取引所が定める独立役
員の要件を満たしているため、同氏が社外監査役に就任した場合は、同取引所に対して独立役員とし
て届け出る予定であります。

５．木暮信吉氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める損
害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定でおります。当該契約に基づく責任限度額は、会
社法第425条第１項の最低責任限度額といたします。

６．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、木暮信吉氏が社外監査役に就任した場
合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「４．役員
等賠償責任保険に関する事項」をご参照下さい。

以 上
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【ご参考】当社独立社外役員の独立性基準

１．社外取締役及び社外監査役について、当該候補者が現在又は過去10年において、次の各項目に
該当しない場合、独立性があると判断する。
１）当社グループの主要な取引先の業務執行者
２）当社グループのメインバンクの業務執行者
３）当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律

専門家
４）当社又は当社子会社の業務執行者
５）当社子会社の業務執行者でない取締役
６）当社の主要な株主の業務執行者
７）就任の前10年以内のいずれかのときにおいて、当社又は当社子会社の取締役又は監査役で

あったことがある者
２．最初に就任してから10年を超えて社外役員に就任しない。但し、その任期中にその期間に達す

る場合は、次期に任用しない。
３．その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的な利益

相反が生じるおそれのない人物であること。

（※１）「主要な取引先」：直近の事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総取引高の２％以上
を基準として判定

（※２）「一定額以上の金銭等」：過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益
（※３）「主要な株主」：出資比率10%以上の大株主
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事 業 報 告
（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度における世界経済は、米国の通商政策による不確実性、地政学的リスクの
継続、中東情勢等、予断を許さない状況となりました。我が国経済においても、雇用・所得
環境の改善やインバウンド需要の増加により緩やかな回復基調が続いたものの、日中関係の
緊迫化、米国の政策動向、中東情勢による影響、物価上昇や円安基調の継続等、依然として
先行きは不透明な状況となっております。
このような状況のもと、当連結会計年度の実績といたしましては、売上高は328億６千４

百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は17億２千８百万円（前年同期比10.0％減）、経常
利益は16億９千７百万円（前年同期比11.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は10
億４千４百万円（前年同期比16.4％減）となりました。
単独業績につきましては、売上高は156億８千４百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益

は３億６千１百万円（前年同期比9.9％減）、経常利益は８億９千４百万円（前年同期比
24.5％減）、当期純利益は７億４千３百万円（前年同期比30.7％減）となりました。

事業別の売上高は以下のとおりです。
事 業 別 売 上 高 前 期 比 増 減

百万円 ％
油 圧 製 品 事 業 20,877 △1.3
シ ス テ ム 製 品 事 業 7,687 1.6
環 境 機 械 事 業 他 4,299 △9.9

合 計 32,864 △1.9
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（2）設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資は、総額25億４千１百万円であります。事業部門別では、油

圧製品部門23億１千７百万円、システム製品部門１千２百万円、環境機械事業部門他で２
億１千１百万円となっております。

（3）資金調達の状況
当社は、運転資金の効率的な調達と安定的な財務基盤の確保を目的に取引銀行４行とシン

ジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のと

おりであります。
コミットメントラインの総額 6,000百万円
借入実行残高 4,650 〃
差引額 1,350百万円

（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権の取得または処分の状況
当社は、2025年10月28日にＪＰＮ株式会社の株式を100％取得し、連結子会社といた

しました。

2026年05月28日 14時57分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



10

（8）財産および損益の状況の推移

区 分 第79期
2023年３月期

第80期
2024年３月期

第81期
2025年３月期

第82期
（当連結会計年度）
2026年３月期

売 上 高（百万円） 28,684 29,511 33,496 32,864
経 常 利 益（百万円） 1,274 1,603 1,923 1,697
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 1,368 785 1,249 1,044

１株当たり当期純利益 （円） 337.22 199.68 325.87 284.38
総 資 産（百万円） 40,797 43,251 46,222 48,697
純 資 産（百万円） 24,395 25,834 27,519 27,689

（注）1．第79期は、世界経済において資源価格高騰による物価上昇や半導体不足等の予断を許さない状況が継
続し、国内経済においても海外景気の減速リスクやエネルギー価格上昇、急激な為替変動等、不透明
な状況で推移しました。

2．第80期は、世界経済において世界的な金融引き締めや中国経済の先行き懸念等の予断を許さない状況
が継続し、国内経済においても資源価格高騰や急激な円安等、不透明な状況で推移しました。

3．第81期は、世界経済においてウクライナ情勢や中東情勢の長期化・緊迫化、中国経済の停滞など予断
を許さない状況が続き、国内経済においては緩やかな回復基調が続いたものの、円安基調の継続、資
源価格高騰など不透明な状況で推移しました。

4．第82期（当連結会計年度）の状況につきましては、「事業の経過およびその成果」に記載のとおりで
あります。
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（9）重要な親会社および子会社等の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社等の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

（連結子会社）
株 式 会 社 ユ ケ ン サ ー ビ ス 千円 ％ システム製品の製造および修理・

サービス40,000 100.0
Ｊ Ｐ Ｎ 株 式 会 社 千円 100.0 システム製品の製造・販売39,800
台 湾 油 研 股 份 有 限 公 司 千台湾ドル 78.94 油圧製品、システム製品の製造・

販売90,000
ユ ケ ン ・ イ ン デ ィ ア Ｌ Ｔ Ｄ . 千ルピー 47.00 油圧製品、システム製品、環境

機械の製造・販売135,840
油 研 工 業 （香 港） 有 限 公 司 千香港ドル 100.0 油圧製品の販売5,000
ユ ケ ン ・ ヨ ー ロ ッ パ Ｌ Ｔ Ｄ . 千ポンド 100.0 油圧製品の販売300
油研液圧工業（張家港）有限公司 千人民元 100.0 油圧製品の製造・販売101,468
韓 国 油 研 工 業 株 式 会 社 百万ウォン 97.60 油圧製品、システム製品の販売5,010
油 研 （上 海） 商 貿 有 限 公 司 千人民元 100.0 油圧製品の販売8,184
ＹＵＫＥＮ ＳＥＡ ＣＯ．，ＬＴＤ. 千バーツ 99.99 油圧製品の販売80,000
油 研 （仏 山） 商 貿 有 限 公 司 千人民元 100.0 油圧製品の販売23,000

GROTEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
千ルピー 47.00

〔47.00〕 鋳造品の製造・販売50,100
（持分法適用関連会社）
株 式 会 社 北 陸 油 研 千円 42.13 油圧製品の販売30,000
（注）1．「当社の出資比率」欄の〔内書〕は間接所有であります。

2．ユケン・インディアLTD.およびGROTEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITEDは、当社の出資比率
47.00％でありますが、実質的に支配しているため、子会社としております。

3．当社は、2025年10月28日にＪＰＮ株式会社の株式を100％取得し、連結子会社としております。
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（10）主要な事業内容
当社グループは、油圧製品、システム製品、環境機械の製造ならびに販売を主な事業の内

容としております。

（11）主要な営業所および工場
① 当社の主要な営業所および工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 ・ 相 模 事 業 所 神奈川県綾瀬市 東 京 支 社 東京都港区
袋 田 工 場 茨城県久慈郡 大 阪 支 社 大阪府大阪市

② 主要な子会社の営業所および工場
会 社 名 名 称 所 在 地

株 式 会 社 ユ ケ ン サ ー ビ ス 本 社 神奈川県綾瀬市
Ｊ Ｐ Ｎ 株 式 会 社 本 社 東京都大田区
台 湾 油 研 股 份 有 限 公 司 本 社 台湾省台中市
ユ ケ ン ・ イ ン デ ィ ア LTD. 本 社 INDIA Bengaluru
油 研 工 業 （香 港） 有 限 公 司 本 社 HONGKONG Kowloon
ユ ケ ン ・ ヨ ー ロ ッ パ LTD. 本 社 ENGLAND Liverpool
油 研 液 圧 工 業 （張 家 港） 有 限 公 司 本 社 中華人民共和国江蘇省
韓 国 油 研 工 業 株 式 会 社 本 社 大韓民国ソウル市
油 研 （上 海） 商 貿 有 限 公 司 本 社 中華人民共和国上海市
ＹＵＫＥＮ ＳＥＡ ＣＯ．，ＬＴＤ . 本 社 THAILAND Bangkok
油 研 （仏 山） 商 貿 有 限 公 司 本 社 中華人民共和国広東省
GROTEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 本 社 INDIA Bengaluru

（12）従業員の状況
従業員数（前期末比増減)

1,401名（３名増)

（13）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,884百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,710
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,710
株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,542
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（14）対処すべき課題
当社グループを取り巻く事業環境および課題については、以下のとおり認識しておりま

す。
① 市場
油圧市場は海外大手競合の過剰生産や新興メーカの台頭により、競争、シェアの争奪戦が

激化しており、大国の保護主義的な動きの顕在化など予断を許さない状況です。市場のすみ
分けが新たな形に変遷していく中で、当社の強みを活かした新たな立ち位置を確立していく
必要があります。顧客に寄り添った営業力で他社との差別化を図り、顧客ニーズをもとにし
た個別開発品の提案・拡販を促進してまいります。グループ展開においても、当社グループ
のサプライチェーンを最大限活用し、当社が本社機能として各グループ会社を統率しながら
コストの適正化、情報集約を進め、グループシナジーの最大化を追求してまいります。
② 技術
電気制御が進歩し、デジタル技術との融合製品が他社においても増加しており、省エネに

対する取組みも一層加速しております。新たな技術が台頭してくる中、個性的な製品開発で
当社の優位性を高めていく必要があります。グループ会社と連携した開発・品質管理体制の
構築・強化を進め、グローバル製品の拡充を図るとともに、顧客ニーズに沿った製品開発や
環境に配慮した次世代製品の製品開発に取り組み、ブランド力を強化してまいります。
③ 社会
ＥＳＧ経営の実践により、事業を通じた社会的課題の解決が求められております。脱炭素

社会に向けた対応の強化や環境投資の増加を図り、また社員がもっと働きやすい環境構築に
努めてまいります。

当社グループは、中期経営計画Step２（2025年４月〜2028年３月）において「成長戦
略を実践」していくことで、2028年３月期には「連結売上高370億円、営業利益30億円、
経常利益30億円、ＲＯＥ8.0％以上」等を達成目標として掲げております。混沌とした事業
環境に柔軟に対応しながらも、“当社らしさ” を最大限発揮して、高付加価値製品・サービ
スの拡販に努めてまいります。長期ビジョンおよび中期経営計画については、当社ウェブサ
イトに掲載しておりますので、ご高覧の程お願いいたします。
当社ウェブサイト＞IR情報＞経営方針＞中期経営計画
https://www.yuken.co.jp/management#management_plan
株主の皆様におかれましては、なにとぞよろしくご支援賜りますようお願い申しあげま

す。
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14

（15）コーポレート・ガバナンス
当社は、監査役会設置会社であります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のと

おりです。
① コーポレート・ガバナンス体制

② 取締役会および監査役
取締役会は、当社事業に精通した十分な数の社内取締役と、独立性の高い社外取締役を

構成員としております。社外取締役は現在２名を選任しており、株主をはじめとしたステ
ークホルダーの視点に立ち、当社の持続的成長と企業価値向上に資するかという観点か
ら、適宜意見を述べております。
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、業務および会計について監査してお

ります。重要な会議への出席や会社業務の調査など、多面的で有効な監査活動を実施し、
認識した事項について取締役や執行部門に問題提起や提言を行っています。

2026年05月28日 14時57分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



15

③ 取締役会の活動について
当社取締役会は、重要な意思決定機能と監督機能を有しており、監督機能においては社

外取締役２名が、各々のバックグラウンドを活かして経営判断の妥当性についてチェック
しております。また、取締役の業務執行についても社外の視点からのアドバイスを行うこ
とで、より多面的かつ重層的な検討を行うことができております。
当事業年度は、当社グループの経営課題やグループ運営方針について、幅広に闊達な議

論、意見交換を行いました。社外取締役および社外監査役からの忌憚のない意見を活かし
ながら、M＆Aの意思決定や収益向上施策に関するフリーディスカッションなどを実施い
たしました。自由に発言できるフラットな取締役会議事運営により、健全なガバナンス機
能を維持しながら、重要な経営判断を行いました。

④ 取締役会の諮問機関およびサステナビリティ推進委員会
取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員として参加する指名諮問委員会、報酬諮

問委員会を設置しております。また、当社グループのサステナビリティ経営およびリスク
対応の審議・決定機関としてサステナビリティ推進委員会を設置しております。各委員会
の目的および委員は以下のとおりです。

目 的 委員長（議長）および委員
指名諮問委員会 当社取締役の選任および解任に関する

株主総会の議案の内容について、当該
議案の前に検討し取締役会に勧告する。
また、独立性基準の内容につき、取締
役会に勧告する。

議 長：取締役社長
委 員：社外取締役２名

報酬諮問委員会 当社取締役の報酬等に関する方針およ
び個人別の報酬等の内容について検討
し、取締役会に勧告する。

議 長：取締役社長
委 員：社外取締役２名

サステナビリティ
推進委員会

当社グループのサステナビリティ方針
の決定と推進チームへの実行計画策定
指示および進捗管理、ならびに事業に
伴うリスクの抽出と対応をグループ各
社、各部門に指示する。

委員長：取締役社長
委 員：取締役７名（社内５名、社外

２名）、監査役３名（社内１
名、社外２名）、内部監査室
長、品質保証室長、経営企画
室長、総務部長、委員長の指
名する者
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【ご参考】 取締役会の構成（スキル・マトリックス）
（2026年３月31日現在）

氏 名 当社における
地位・担当

在任
年数

取締役会
出席状況

専門性
企業
経営 営業 製造・調達

・生産技術
油圧システム

技術
研究開発・
品質管理

財務・
会計

国際
経験

宮 坂 篤
代表取締役社長
指名諮問委員（議長）
報酬諮問委員（議長）
サステナビリティ推進委員（委員長）

７年 100％
（14回／14回） ○ ○ ○ ○

小田島 晴 夫
常務取締役
グローバル事業本部長
サステナビリティ推進委員

１年 100％
（10回／10回） ○ ○ ○

岡 田 忠 則
取締役
生産本部長
サステナビリティ推進委員

３年 100％
（14回／14回） ○ ○ ○ ○

滝 口 英 克
取締役
技術本部長
兼品質保証室長
サステナビリティ推進委員

１年 100％
（10回／10回） ○ ○

手 塚 隆 広
取締役
国内事業本部長
兼東日本営業部長
サステナビリティ推進委員

１年 100％
（10回／10回） ○

水 野 浩 司
取締役
管理本部長
サステナビリティ推進委員（統括責任者）

１年 100％
（10回／10回） ○ ○

田 岡 良 夫
社外取締役・独立役員

社外取締役
指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員

５年 100％
（14回／14回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

小 林 宮 子
社外取締役・独立役員

社外取締役
指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員

１年 100％
（10回／10回） ○ ○
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⑤ サステナビリティ活動について
当社グループは2023年３月期より、サステナビリティ課題に関する取り組みを継続し

て行っております。2026年３月期からは新たに３年間のサステナビリティ方針を制定し、
Ｅ・Ｓ・Ｇでの各分野企業価値向上につながる活動を推進しております。
当連結会計年度の活動としては、「Ｅ（環境）」の分野では、ＣＯ２排出量の削減や、大

流量・低圧損製品の開発継続、省エネ搭載商品の販売強化、継続的な環境投資などを実施
してまいりました。ＣＯ２排出量削減に対しては、ユケン・インディアＬＴＤ.で太陽光
発電設備を新たに設置し、2026年１月から本格稼働しております。
「Ｓ（社会）」の分野では、グループ間の連携強化に向けたグローバル人材の育成とし

て、当社から海外グループ会社、特にユケン・インディアＬＴＤ.に対して、製造部門中
心に若手人材を積極的に出向、出張させ、現地設備立ち上げ、生産支援を行いながら、現
地従業員との交流を深め、人材育成と当社グループの連携強化に努めております。また人
権に関する継続的な教育の実施や、グローバルサプライチェーンを活用した最適生産分
担、グループ内調達の推進を図っております。
「Ｇ（ガバナンス）」の分野では、当社社外役員の知見を活かした透明性の高い経営と、

グループ経営の強化、グローバル品質管理体制の整備によるグループ製品品質の均質化、
情報セキュリティ体制の維持強化による重大なサイバーセキュリティインシデントの発生
防止などに取り組んでおります。
サステナビリティ活動は、経営計画に落とし込まれ、日常的な業務活動に根付いて推進

されております。取り組み状況は、業務計画のレビューやサステナビリティ推進委員会で
適宜確認され評価された上で、経営陣より必要な指示等が行われております。
今後もサステナビリティ活動を通じてＥＳＧ経営に継続して取り組み、一層の企業価値

向上に努めて参ります。「サステナビリティ方針」については、当社ウェブサイトに掲載
しておりますのでご参照下さい。
当社ウェブサイト＞IR情報＞サステナビリティ＞環境への取り組み
https://www.yuken.co.jp/sustainability
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 9,600,000株

（2）発行済株式の総数 3,556,571株
（自己株式954,105株を除く）

（3）株主数 6,738名（前期末比103名増）

（4）大株主（上位10名）

株 主 名
当社への出資状況

持 株 数 持株比率
油 研 協 力 会 持 株 会 211千株 5.94％
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 151 4.27
油 研 販 売 店 持 株 会 141 3.99
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 136 3.83
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT CC CLT OMNI 5000000 135 3.80
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 98 2.76
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 97 2.74
酒 井 重 工 業 株 式 会 社 82 2.31
油 研 工 業 従 業 員 持 株 会 39 1.11
新 東 工 業 株 式 会 社 35 0.99

（注）持株比率は、自己株式（954,105株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
当社は、株主還元策の強化によるバリュエーションの改善を目的として、会社法第165条

第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係
る事項について決議し、当事業年度において以下のとおり自己株式の取得を行いました。
① 2025年５月15日取締役会決議に基づく取得
取得期間 2025年５月16日から2025年10月31日
取得株数 89,700株
取得金額 249,714,700円
取得方法 東京証券取引所における市場買付

② 2025年11月10日取締役会決議に基づく取得
取 得 日 2025年11月11日
取得株数 144,400株
取得金額 429,734,400円
取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ−３）

2026年05月28日 14時57分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



19

３．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等 （2026年３月31日現在）

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

宮 坂 篤
取締役社長（代表取締役）
指名諮問委員（議長）
報酬諮問委員（議長）
サステナビリティ推進委員（委員長）

小田島 晴 夫 常務取締役（グローバル事業本部長）
サステナビリティ推進委員

ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN
油 研 （上 海） 商 貿 有 限 公 司 董 事 長
油 研 （仏 山） 商 貿 有 限 公 司 董 事 長

岡 田 忠 則 取締役（生産本部長）
サステナビリティ推進委員

台 湾 油 研 股 份 有 限 公 司 董 事 長
ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN
油研液圧工業（張家港）有限公司董事長

滝 口 英 克 取締役（技術本部長兼品質保証室長）
サステナビリティ推進委員 油 研 工 業 （香 港） 有 限 公 司 董 事 長

手 塚 隆 広 取締役（国内事業本部長兼東日本営業部長）
サステナビリティ推進委員 YUKEN SEA CO.,LTD. CHAIRMAN

水 野 浩 司 取締役（管理本部長）
サステナビリティ推進委員（統括責任者） 韓 国 油 研 工 業 株 式 会 社 代 表 理 事

田 岡 良 夫
社外取締役
指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員

小 林 宮 子
社外取締役
指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員

公認会計士
株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング執行役員

市 川 傑 士 常勤監査役
サステナビリティ推進委員

伊 勢 浩 祐 常勤監査役（社外）
サステナビリティ推進委員

髙 島 雅 博 社外監査役
サステナビリティ推進委員 第一生命テクノクロス株式会社常勤監査役

（注）1．取締役田岡良夫氏、小林宮子氏、監査役伊勢浩祐氏および髙島雅博氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員と
して届け出ております。

2．監査役伊勢浩祐氏は、金融機関における長年の経験および見識を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有
しております。

3．監査役髙島雅博氏が常勤監査役を務めております第一生命テクノクロス株式会社は、2026年４月１日付で、第一ライフテク
ノクロス株式会社に社名変更しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約

を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を
責任の限度としております。

（3）取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」といいま
す）を、社外取締役および取締役社長を構成員とする報酬諮問委員会での検討および同委
員会からの勧告を踏まえ、取締役会決議により定めております。当社の取締役の報酬等
は、優秀な人材の確保、業績向上のインセンティブの観点から、それぞれの職責に見合っ
た報酬の体系、水準としており、その妥当性を常に検証することとしております。取締役
の報酬等は固定性の強い月例報酬と、会社業績に連動した決算賞与により構成しており、
役位に応じた報酬額の一部を役員持株会に拠出することにしております。なお、社外取締
役の報酬等は、業績連動型の要素が含まれない定額報酬として、予め定められた固定給を
支給することとしております。個人別の報酬等の内容は、決定に先立ち、先の報酬諮問委
員会が決定方針に照らし審議し、取締役会に勧告しております。従って、取締役会として
は同委員会からの勧告内容を尊重し、当該内容が基本方針に沿うものであると判断してお
ります。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2015年６月25日開催の第71回定時株主総会において年額

２億円以内（うち、社外取締役年額３千万円以内）と決議しております（使用人兼務取締
役の使用人分の給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７名（う
ち、社外取締役は１名）です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第62回定時株主総会において年額

５千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名で
す。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、「役員報酬規定」に基づき、取締役社長宮坂篤が個人別の報酬額の具

体的内容の決定の権限について委任を受けており、株主総会で決議された取締役報酬限度
額の範囲内における、当該規定に基づく取締役各人別の月例報酬および決算賞与額を決定
しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役
の業績評価を行うのは取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は当該権限
が取締役社長によって適切に行使できるよう、事前に報酬諮問委員会での検討、勧告を得
ております。
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④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員
の人数（人）固定報酬 業績連動報酬等

(賞与)
取締役
（社外取締役を除く） 112,850 91,140 21,710 10
監査役
（社外監査役を除く） 15,850 12,900 2,950 1
社外取締役 16,080 16,080 ― 3
社外監査役 23,580 19,170 4,410 3

（注）1．業績連動報酬等として取締役および監査役（社外取締役を除く）に対して決算賞与を支給しています。
当社は、経常利益が当社の総合的な事業収益力、企業価値の成長率を評価する基準として適切である
と考えられることから、経常利益を決算賞与に係る指標としております。当事業年度の当社の経常利
益は８億９千４百万円であり、決算賞与は経常利益と当社グループの経営状況、従業員の賞与水準を
総合的に勘案して決定しております。

2．上記、報酬等の総額には、2025年６月26日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役５名（うち社外取締役１名）および退任した社外監査役１名が含まれております。

（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
・社外取締役小林宮子氏は、株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング
の業務執行者ですが、当社と兼職先との間には重要な関係はありません。

・社外監査役髙島雅博氏は、第一生命テクノクロス株式会社（現第一ライフテクノクロス
株式会社）の常勤監査役ですが、当社と兼職先との間には重要な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役 田岡 良夫 当事業年度に開催された取締役会には14回全てに出席し、経営者としての豊
富な経験・見地から、適宜質問し、発言を行っております。

社外取締役 小林 宮子 就任後開催の取締役会には10回全てに出席し、主に公認会計士として培って
きた豊富な経験・見地から、適宜質問し、発言を行っております。

社外監査役 伊勢 浩祐
就任後開催の取締役会には10回全てに、また監査役会には10回全てに出席
し、疑問点等明らかにするために適宜質問し、豊富な経験・見地から意見を
述べております。

社外監査役 髙島 雅博
当事業年度に開催された取締役会には14回全てに、また監査役会には16回全
てに出席し、独立した立場から適宜質問し、豊富な経験・見地から意見を述
べております。
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③ 社外取締役が期待される役割に関して行った職務の概要
・社外取締役田岡良夫氏は、経営者としての豊富な経験と油圧業界における深い見識およ
び経験を有しており、独立した立場からの実効性ある監督機能と助言が期待されまし
た。当事業年度において同氏は、自身の知見を活かした有益な助言と指摘を行いなが
ら、客観的な立場で当社経営の監督を行いました。また、経営者としての深い見識に基
づき社外の視点からの要望やアドバイスを行うことで取締役会の議論を活性化させ、そ
の期待される役割を十分に果たしました。

・社外取締役小林宮子氏は、公認会計士として企業会計についての高い専門性を有してお
り、独立した立場からの実効性ある監督機能が期待されました。当事業年度において同
氏は、外部者の独立した視点に基づき取締役会における議論に参加し、会計の専門家と
しての豊富な経験に基づく質問や重要な指摘、助言を行うことで経営の透明性と健全性
の向上に寄与し、その期待される役割を十分に果たしました。

４．役員等賠償責任保険に関する事項
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループ（ユケン・インディアLTD.
およびGROTEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITEDを除く）の取締役、監査役、執行役員お
よび管理職従業員等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険期間中に被保
険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用および損害賠償金等が填補されること
となります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法

令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象と
ならないなど、一定の免責事由があります。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

あおい監査法人

（2）当事業年度にかかる会計監査人としての報酬等の額および監査役会が同意をした理由
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円
当社およびその子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 30,000千円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬
等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受け
ております。

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積算出根拠が
適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず

れかの事由に該当した場合、または会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監
督官庁からの処分を受け、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があ
ると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この
場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体

的要素を列挙した当社会計監査人の評価および選定基準に照らした監査役会評価により、会
計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性
をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は会計
監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当
該議案を株主総会に提案いたします。
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６．会社の体制および方針
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の

適正を確保するための体制および運用状況
① 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制
当社およびグループ各社は、企業憲章である「経営の信条」の精神に基づき、取締役お

よび従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動を取るための「行動規範」を定め
るとともに、コンプライアンスに係る規程を整備しております。コンプライアンスを含む
サステナビリティ経営の徹底を図るため、サステナビリティ推進委員会を設置し、統括責
任者を置いて取組みを横断的に統括するとともに、適宜必要な教育等の対応を指示してお
ります。内部監査室は、内部監査において確認したコンプライアンスの遵守状況を、取締
役会に報告しております。さらに、法令上、疑義のある行為等について、当社グループの
役員・従業員等が直接情報提供を行う手段としての内部通報窓口を開設しております。

（当該体制の運用状況）
・サステナビリティ推進委員会を２回開催し、コンプライアンスを含むグループ全体のリ
スクへの対応状況の把握を行いました。また、内部監査室はコンプライアンスの遵守状
況を取締役会に報告いたしました。

・コンプライアンスに関するｅラーニングを実施するなど、必要な教育を継続すること
で、遵法精神や多様性の意識の醸成に努めております。

・内部監査室長は、サステナビリティ推進委員会において、内部通報の実施状況を報告い
たしました。

・取締役会規則や決裁権限表等、実務上の改善のため、各種規程の改定を行いました。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
「経営文書管理規定」に従い、取締役の職務執行に係る文書は、文書または電磁的媒体

に記録し、保存しております。

（当該体制の運用状況）
・取締役会の議事録および資料は、セキュリティの確保された場所で適切に保管してお
り、必要なバックアップを保存しております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
財務、法務、環境、災害、品質、情報セキュリティ等事業活動に係るリスクについて、

全社横断的に取り組むべき全社的重要リスクをサステナビリティ推進委員会にて決定し、
四半期ごとの業務レビューにて対応状況の進捗を管理することとしております。サステナ
ビリティ推進委員会は必要に応じて担当部門に対応事項の指示を行い、継続的な改善を図
る体制を整備しております。

（当該体制の運用状況）
・各部門におけるリスクの対応状況については、経営企画室が四半期ごとに実施した部門
業務レビューの中で確認しました。また、サステナビリティ推進委員会の統括責任者で
ある取締役１名も連携して実施状況を把握し、必要な指示を行いました。

・サステナビリティ推進委員会を２回（９月および２月）開催し、当社グループとして把
握しているリスクへの全社的な対応状況を把握するとともに、次年度に対応すべき重要
なリスクを抽出し、対応方法や対応部門を定めました。

④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役と従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るととも

に、この目標に基づく年度経営計画を策定しております。各本部を担当する取締役は、年
度経営計画に基づき各本部、各部が実施すべき具体的な実行計画を策定し、取締役会は各
本部、各部の実行計画の実施状況を把握するために実績を四半期ごとにレビューすること
としております。目標未達事項がある場合は、担当の取締役にその改善策を報告させ、必
要に応じて目標を修正することとしております。

（当該体制の運用状況）
・各本部の年度計画は、各部の業務計画に落とし込まれており、その進捗状況は四半期ご
とに経営企画室により確認され、取締役会へ報告いたしました。

・社長および本部長を兼務している各取締役ならびに監査役会議長が出席する本部長会議
を原則として１週間に１回開催し、業務遂行上の重要課題を審議するとともに、営業・
生産等の報告を適時行い、経営判断の迅速化と問題共有に努めました。
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⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社およびグループ各社に共通のリスク管理体制に係る「行動規範」を定め、グループ

の取締役および従業員の遵法意識の醸成を図っております。
また、当社およびグループ各社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制を整備しております。
（当該体制の運用状況）
・グループ会社においては、当社取締役が各社において１名以上役員を兼務しており、さ
らに当社経営企画室が定期的にグループ会社の経営状況や経営上重要な課題等を把握
し、適宜支援、指導しました。

・取締役および監査役が出席するグループ会社の経営状況および経営課題を報告・審議す
るグループ会社社長会を12月決算会社、３月決算会社ともに２回ずつ開催し、業務報
告および意見交換を行うことで、グループ全体として課題の共有、解決を図りました。

⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制
監査役は、その業務を補助する使用人として、内部監査部門の従業員に対し、監査業務

に必要な事項を調査させることができるものとしております。

（当該体制の運用状況）
・該当事項はありません。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の指示により監査業務を補助する使用人については、その業務に関して監査役の

指揮命令に従うものとし、取締役および業務執行部門からの指揮命令を受けないものとし
ております。

（当該体制の運用状況）
・該当事項はありません。
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⑧ 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役
への報告に関する体制
当社およびグループ各社の取締役および従業員は当社の監査役に対して、取締役会で決

議された事項、当社または当社グループ各社に著しい損害をおよぼす恐れのある事項、毎
月の経営状況としての重要な事項、重大な法令・定款違反および通報・相談窓口への通報
状況およびその内容を含む、当社または当社グループ各社に重大な影響を及ぼすおそれの
ある事実を認識した場合、報告することとしております。また、監査役に報告した者がそ
の報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保しております。
（当該体制の運用状況）
・監査役は取締役会や本部長会議、サステナビリティ推進委員会、グループ会社社長会等
の重要会議に参加することで、経営上の重要事項に関する情報および職務の遂行状況を
確認し、内部統制に係る監査（往査、リモート）においても、重大な法令・定款違反が
発生していないことを確認しました。

・監査役への報告により、不利な取り扱いを受けた取締役および従業員はおりません。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および従業員から必要な報告を

受けるとともに、内部監査部門および会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しており
ます。
監査役がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還を請求した場合には、

当該請求が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むこと
ができないこととしております。

（当該体制の運用状況）
・監査役は取締役会や本部長会議、サステナビリティ推進委員会、グループ会社社長会等
の重要会議に参加し、監査に必要な情報の取得や報告を受けるとともに、監査役会は代
表取締役社長と会合の場を設け、経営課題に関する情報交換を行いました。また、監査
役は内部監査室と１か月に１回連絡会議を開催し、監査に関する情報等の連携を図り、
社外取締役とも連携を保つために３回定期会合他をもち、情報交換を行いました。さら
に、会計監査人とは７回の定期的なコミュニケーションとその他の機会で会計に係る情
報交換をしております。

・監査役の職務に必要な費用について、監査役からの請求に従い速やかに処理しました。
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（2）株式会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、
当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一
概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきで
あると考えます。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業

価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆
様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行
為や買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示する
ための合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会
社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれの

ある不適切な大規模な買付行為又は買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の
決定を支配する者として不適切であると判断し、法令および当社定款によって許容される
範囲で必要かつ相当な措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を確保する必要があると考えております。

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の株主および投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただく

ため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の
施策を実施しております。これらの取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものと考
えております。
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１）企業価値向上への取組み
当社は2030年までの長期ビジョンを策定し、３年ごとの３ステップに分け、ステッ

プごとの到達目標を定めて取り組んでおります。Step1として2023年３月期を初年度
とする３年間の中期経営計画を策定し、「ありたき姿への基盤作り」としてグローバル
サプライチェーンの構築や、成長著しいインドグループ会社への積極的な投資、次世代
型主力製品の開発などに取り組んでまいりました。2026年３月期からは、Step2とし
て新たな３年間の中期経営計画をスタートさせ、Step1で構築した基盤を活かした成長
戦略を実践することで、「真のグローバル企業への進化」という新たな成長につなげ、
企業価値と株主共同の利益の確保、向上を実現してまいります。また、最終年度である
2028年３月期には、連結売上高370億円、営業利益、経常利益ともに30億円、ＲＯＥ
8.0％といった数値目標の達成を目指しております。

「長期ビジョン＆中期経営計画」については、当社ウェブサイトに掲載しております
のでご参照下さい。
当社ウェブサイト＞IR情報＞経営方針＞中期経営計画
https://www.yuken.co.jp/management#management_plan

２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「経営の信条」を礎に、常に最良のコーポレート・ガバナン

スを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。当社は、当社の持続的な成長
および長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保する
とともに、保有する経営資源を十分に活用し、迅速・果敢な意思決定により経営の活力
を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り組
んでまいります。「経営の信条」については、当社ウェブサイトに掲載しておりますの
でご参照下さい。
当社ウェブサイト＞企業情報＞経営の信条
https://www.yuken.co.jp/governance#policy
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること
を防止するための取組み
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企

業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業
の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えるものではありません。また、支
配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基
づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て買収の対象とされ

た会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
そこで、当社取締役会は、1）事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な

情報を提供し、2）取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始
する、という概要の大規模買付行為への対応方針（以下「本買収への対応方針」といいま
す）を2007年３月８日の取締役会において決議し、2007年６月28日開催の当社第63回
定時株主総会において、導入が決議されました。
以降、３年ごとに定時株主総会で継続が決議されており、直近では2025年６月26日開

催の第81回定時株主総会で株主の皆様に継続のご承認をいただいております。
また、本買収への対応方針は、その合理性・公正性を担保するための独立委員会の設置

や、大規模買付者に提供を求める必要情報の内容について一部見直しを行うなど、社会、
経済情勢の変化や、買収への対応方針をめぐる諸々の動向等を踏まえ、より実効性を高め
るための変更を随時行っております。

④ 本買収への対応方針が株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的と
するものではないことについて
本買収への対応方針は、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規

模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を
提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこ
と等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ
せるという目的をもって導入されたものであります。
さらに、本買収への対応方針は、大規模買付行為が大規模買付時における情報提供等に

関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます）を遵守していない、あるい
は大規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収
である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合など、予め
定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないよう
に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保して
おります。
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（3）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその状況
当社は、行動規範において、当社の役職員等は社会の健全な発展に障害となる反社会的な

勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこととしております。対応部門は総務部門としてお
りますが、同部署に一任せず、全社で対応することとしております。また、神奈川県企業防
衛対策協議会に加盟し、同協議会にて開催される会合において反社会的勢力に関する情報を
収集するとともに、同協議会の研修に参加し、反社会的勢力への対応方法等の習得に努める
一方、所轄警察署の担当者および顧問弁護士とも随時情報交換を行い、反社会的勢力から不
当な要求があった場合の対応について適切な助言を得ております。
役職員には、行動規範の社内周知・教育に伴い、反社会的勢力排除に関する考え方等の周

知を行っております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 30,595,222 流 動 負 債 13,258,919
現 金 及 び 預 金 7,948,794 支 払 手 形 5,959
受 取 手 形 207,639 買 掛 金 1,932,713
売 掛 金 7,626,555 電 子 記 録 債 務 1,489,056
電 子 記 録 債 権 3,382,716 短 期 借 入 金 5,852,061
棚 卸 資 産 9,889,358 １年以内返済予定の長期借入金 784,801
前 払 費 用 198,952 リ ー ス 債 務 62,717
未 収 入 金 376,069 未 払 金 518,807
そ の 他 の 流 動 資 産 1,037,399 未 払 法 人 税 等 211,770
貸 倒 引 当 金 △ 72,262 未 払 費 用 1,103,921

固 定 資 産 18,102,331 預 り 金 320,726
有 形 固 定 資 産 12,520,386 賞 与 引 当 金 478,410
建 物 及 び 構 築 物 3,270,734 そ の 他 の 流 動 負 債 497,972
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 5,904,129 固 定 負 債 7,749,130
工 具、 器 具 及 び 備 品 768,624 長 期 借 入 金 4,187,929
土 地 1,418,032 リ ー ス 債 務 132,847
リ ー ス 資 産 248,814 退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,235,650
建 設 仮 勘 定 910,050 資 産 除 去 債 務 86,346

無 形 固 定 資 産 193,048 そ の 他 の 固 定 負 債 106,355
の れ ん 33,525 負 債 合 計 21,008,049
リ ー ス 資 産 8,593 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ エ ア 125,342 株 主 資 本 18,220,681
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 25,587 資 本 金 4,109,101

投資その他の資産 5,388,896 資 本 剰 余 金 2,905,704
投 資 有 価 証 券 4,080,646 利 益 剰 余 金 13,583,837
差 入 保 証 金 42,036 自 己 株 式 △ 2,377,962
敷 金 164,793 その他の包括利益累計額 5,260,339
事 業 保 険 237,511 その他有価証券評価差額金 2,035,364
繰 延 税 金 資 産 741,426 為 替 換 算 調 整 勘 定 2,846,616
その他の投資その他の資産 122,481 退職給付に係る調整累計額 378,358

非 支 配 株 主 持 分 4,208,483
純 資 産 合 計 27,689,505

資 産 合 計 48,697,554 負 債 及 び 純 資 産 合 計 48,697,554
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連結損益計算書
（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 32,864,777
売 上 原 価 24,357,043
売 上 総 利 益 8,507,733
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,779,163
営 業 利 益 1,728,569
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 195,850
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 27,392
為 替 差 益 13,657
そ の 他 の 営 業 外 収 益 149,710 386,610

営 業 外 費 用
支 払 利 息 281,009
棚 卸 資 産 処 分 損 43,662
そ の 他 の 営 業 外 費 用 92,872 417,544

経 常 利 益 1,697,636
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,560 2,560

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 5 5

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,700,191
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 290,049
法 人 税 等 調 整 額 145,552 435,602
当 期 純 利 益 1,264,588
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 220,429
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,044,158
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連結株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

（単位：千円）

残高及び変動事由
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 4,109,101 3,373,357 13,331,505 △ 1,697,864 19,116,100
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △ 790,697 △ 790,697
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 1,044,158 1,044,158

自 己 株 式 の 取 得 △ 680,097 △ 680,097
連結子会社に対する持分変
動に伴う資本剰余金の増減 △ 467,652 △ 467,652

連 結 範 囲 の 変 動 △ 1,129 △ 1,129
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 − △ 467,652 252,331 △ 680,097 △ 895,418
当 期 末 残 高 4,109,101 2,905,704 13,583,837 △ 2,377,962 18,220,681

（単位：千円）

残高及び変動事由
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,701,777 2,696,361 282,420 4,680,559 3,722,977 27,519,637
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − △ 790,697
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 − 1,044,158

自 己 株 式 の 取 得 − △ 680,097
連結子会社に対する持分変
動に伴う資本剰余金の増減 − △ 467,652

連 結 範 囲 の 変 動 − △ 1,129
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 333,587 150,254 95,937 579,780 485,506 1,065,286

当 期 変 動 額 合 計 333,587 150,254 95,937 579,780 485,506 169,867
当 期 末 残 高 2,035,364 2,846,616 378,358 5,260,339 4,208,483 27,689,505
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連 結 注 記 表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 12社

主要な連結子会社名
株式会社ユケンサービス、JPN株式会社、台湾油研股份有限公司、ユケン・インディ

アLTD.、油研工業（香港）有限公司、ユケン・ヨーロッパLTD.、油研液圧工業（張家
港）有限公司、韓国油研工業株式会社、油研（上海）商貿有限公司、YUKEN SEA
CO.,LTD.、油研（仏山）商貿有限公司、GROTEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
JPN株式会社は2025年10月28日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会

社となりました。なお、みなし取得日を当連結会計年度末としているため、当連結会計
年度は貸借対照表のみ連結しております。

（2）主要な非連結子会社名
主要な非連結子会社はありません。
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響
を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社数

該当事項はありません。
（2）持分法を適用した関連会社数 １社

会社等の名称
株式会社北陸油研

（3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
主要な非連結子会社及び主要な関連会社はありません。
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす
影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外
しております。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、JPN株式会社、台湾油研股份有限公司、油研工業（香港）有限公司、

油研液圧工業（張家港）有限公司、韓国油研工業株式会社、油研（上海）商貿有限公司、
YUKEN SEA CO.,LTD.及び油研（仏山）商貿有限公司の決算日は、12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有 価 証 券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は主として移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等…………………主として移動平均法による原価法
② 棚 卸 資 産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品・製品・仕掛品……総平均法（但し、受注生産品は個別法）
原 材 料……総平均法（但し、購入品は最終仕入原価法）
貯 蔵 品……最終仕入原価法

③ デ リ バ テ ィ ブ……時価法
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

……定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 15〜35年
機械装置及び運搬具 ４〜12年

② 無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

……定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リ ー ス 資 産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につ
いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金……債権の貸倒損失に備えるため、連結会社間の債権債務消去後の

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

② 賞 与 引 当 金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、油圧機器（油圧製品、システム製品、環境機械）の製造販売を主な事

業の内容としております。当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収
益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
油圧機器の製造販売は、顧客との契約に基づくものであり、個々の製品単位で履行義務

を識別しております。
国内顧客への販売における油圧機器の引き渡しについては、検収時点において充足され

る履行義務と判断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、油圧製品及びシステ
ム製品については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間であるため出荷時に収益を認識しております。
海外顧客への販売における油圧機器の引き渡しについては、船積み時点において充足さ

れる履行義務と判断し、当該時点で収益を認識しております。
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（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、各社の決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差
額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

（7）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が
認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており

ます。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

変動金利の借入金、外貨建金銭債権をヘッジ対象とし、金利スワップ、通貨オプショ
ン取引等をヘッジ手段として用いております。

③ ヘッジ方針
ヘッジ取引は実需に基づいたリスクのみを対象とし、投機的な手段として行っており

ません。
④ ヘッジ有効性評価の方法

原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場
変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の当該累計とを比較し、両者の変
動額等を基礎にして判断しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間
５年間の定額法により償却しております。

（9）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
該当事項はありません。

２．表示方法の変更
連結貸借対照表
前連結会計年度において「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」に

ついては、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

前連結会計年度において「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」に
ついては、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のと
おりです。
固定資産の減損
当社グループのグルーピングの方法は、油圧製品部門、システム製品部門、環境機械部門

の事業部門別、又は拠点別を基本にしており、また将来の使用が見込まれていない遊休資産
については個々の物件単位でグルーピングをしております。
減損の兆候がある資産グループについては、当該資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローがこれらの帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは経営計画を基礎としており、経営計画は経営陣

により承認され、当該経営計画では、連結・個別共に営業利益計上の計画となっておりま
す。
資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、その回収可能価額を著し

く低下させる変化は見込みも含めて生じておらず、経営環境の著しい悪化や、資産又は資産
グループの市場価格の著しい下落はありません。
資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象がある場合には、当該資産又

は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行いますが、そのような事
象である減損の兆候はないものと判断しております。
ただし、当社グループをとりまく競争環境や為替の変動等の将来の不確実な経済条件の変

動の結果によって影響を受ける可能性があり、資産又は資産グループが使用されている営業
活動から生じる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなるか、あるいは、継続
してマイナスとなる見込みとなることや、資産又は資産グループの使用範囲・使用方法の変
化、経営環境の著しい悪化、資産又は資産グループの市場価格の著しい下落が見られること
によって減損の兆候があると判断された場合には、翌連結会計年度以降、減損損失の認識を
行うかどうかの判定が行われることにより固定資産の減損処理が必要となる可能性がありま
す。

なお、当連結会計年度末において、有形固定資産12,520,386千円、無形固定資産
193,048千円、合計12,713,435千円を連結貸借対照表に計上しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産
建物及び構築物 340,200千円
土地 676,274 〃
計 1,016,474千円

担保に係る債務
短期借入金 307,800千円
１年以内返済予定の長期借入金 3,898 〃
長期借入金 34,420 〃
計 346,118千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 22,210,361千円

３．保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金について、債務保証を行っております。

CORETEC ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED 87,449千円
KOLBEN HYDRAULICS LIMITED 34,200 〃
計 121,649千円

４．流動負債「その他」のうち、契約負債の残高は、95,210千円です。

2026年05月28日 14時57分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



41

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式（株） 4,510,676 ― ― 4,510,676

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 568,634 150.00 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月10日
取締役会 普通株式 222,062 60.00 2025年9月30日 2025年12月9日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2026年６月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 320,091 90.00 2026年３月31日 2026年６月30日
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６．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に油圧機器の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、
必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産
で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ
は、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権
は、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建ての営業債務をネットしたポジション
の一部について先物為替予約及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。投
資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格
の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、１年以内の支払期日でありま

す。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスク
に晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金及
びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目
的としたものであり、償還日は決算日後、最長で11年後であります。このうち一部は、
変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワ
ップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ

を目的とした先物為替予約取引、通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リス
クに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関する
ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」に記載されている
「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、営業管理部門が主要な取引先の状
況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務
状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社につい
ても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するため

に、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産

の貸借対照表価額により表わされております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握
された為替の変動リスクに対して、その一部を先物為替予約及び通貨オプション取引を
利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑
制するために、金利スワップ取引を利用しております。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直してお
ります。
デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規

程に基づき経理部が取引を行い、経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行って
おります。月次の取引実績は、経理部所管の役員及び取締役会に報告しております。連
結子会社についても、当社のデリバティブ取引管理規程に準じて、管理を行っておりま
す。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新すること

などにより、流動性リスクを管理しております。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価
等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（5）信用リスクの集中
当期の連結決算日現在における営業債権のうち、特定の大口顧客に対するものはありま

せん。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）
を参照下さい。）。また、「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形」
「買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

〇有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 3,231,757 3,231,757 ―

資産計 3,231,757 3,231,757 ―
〇長期借入金
（１年以内返済予定を含む） 4,972,730 4,874,409 △98,320

負債計 4,972,730 4,874,409 △98,320
デリバティブ取引 ― ― ―
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（注１）有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）有価証券及び投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
その他有価証券の当連結会計年度中の売却はありません。また、その他有価証券にお
いて、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

（単位：千円）

種 類 取得原価又は
償 却 原 価

連結貸借対照表
計 上 額 差 額

連結貸借対照表計上額が取得原
価又は償却原価を超えるもの

（1）株式 542,058 3,092,937 2,550,878
（2）債券

国債・地方債等 ― ― ―
社債 ― ― ―

（3）その他 5,008 19,620 14,611
小 計 547,067 3,112,557 2,565,489

連結貸借対照表計上額が取得原
価又は償却原価を超えないもの

（1）株式 6,504 6,504 ―
（2）債券

国債・地方債等 20,000 19,671 △ 329
社債 99,370 93,025 △ 6,345

（3）その他 ― ― ―
小 計 125,874 119,200 △ 6,674

合 計 672,941 3,231,757 2,558,815

（2）デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないもの

該当事項はありません。
② ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連
結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであ
ります。
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金利関連
（単位：千円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ
取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 時 価うち１年超

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 1,500,000 1,500,000 （※）

（※）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注２）市場価格のない株式等
（単位：千円）

区 分 連結貸借対照表
計 上 額

非上場株式 848,888
これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
５年内

５年超
10年内 10年超

受取手形 207,639 ― ― ―
売掛金 7,626,555 ― ― ―
電子記録債権 3,282,716 ― ― ―
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの ― 119,370 ― ―

合 計 11,116,911 119,370 ― ―

（注４）長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内 ５年超

長期借入金 784,801 2,267,073 655,088 532,845 331,898 401,023
リース債務 62,717 56,378 48,565 22,973 4,930 ―

合 計 847,518 2,323,451 703,654 555,819 336,828 401,023
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区 分
時 価

レベル1 レベル2 レベル3 合 計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 3,099,441 ― ― 3,099,441
国債・地方債等 ― 19,671 ― 19,671
社債 ― 93,025 ― 93,025
その他 ― 19,620 ― 19,620

資 産 計 3,099,441 132,316 ― 3,231,757
負 債 ― ― ― ―
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区 分
時 価

レベル1 レベル2 レベル3 合 計
資 産 ― ― ― ―

長期借入金
（１年以内返済予定を含む） ― 4,874,409 ― 4,874,409

負 債 計 ― 4,874,409 ― 4,874,409
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式、国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市

場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している
地方債及び社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その
時価をレベル２の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７．賃貸等不動産に関する注記
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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８．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
所在地別セグメント 調整額

（注）
連結計算
書類計上額日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高
顧客との契約から
生じる収益 14,864,697 17,380,281 619,798 32,864,777 ― 32,864,777
外部顧客への売上高 14,864,697 17,380,281 619,798 32,864,777 ― 32,864,777
セグメント間の内部
売上高又は振替高 2,288,199 1,118,933 ― 3,407,133 △3,407,133 ―

計 17,152,897 18,499,214 619,798 36,271,910 △3,407,133 32,864,777
（注）調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる

重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項 （5）重要な収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）
受取手形 764,605
売掛金 8,052,810
電子記録債権 3,050,389

11,867,805
顧客との契約から生じた債権（期末残高）
受取手形 207,639
売掛金 7,626,555
電子記録債権 3,382,716

11,216,911
契約資産（期首残高） ―
契約資産（期末残高） ―
契約負債（期首残高） 75,894
契約負債（期末残高） 95,210
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（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対
価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 6,602円15銭
１株当たり当期純利益 284円38銭
（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

10．企業結合等に関する注記
１．企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 ＪＰＮ株式会社
事業の内容 油圧機器の製造・販売

（2）企業結合を行った主な理由
当社は、2023年３月期から2031年３月期を３年ごとの３ステップとした「長期ビジ

ョン〜YUKEN GROUP VISION2030〜」及び中期経営計画において、成長ドライバー
推進として、将来のマーケット需要に則した製品群の拡大や既存販売網の相互補完などの
シナジーを重視し、持続的な収益の拡大を目的としたＭ＆Ａを模索しております。ＪＰＮ
株式会社は、油圧機器製造を主な事業としており、当社のＭ＆Ａの狙いや方針と合致し、
当社グループの企業価値向上のために資するものと判断し株式取得を決定いたしました。

（3）企業結合日
2025年10月28日（株式取得日）
2025年12月31日（みなし取得日）

（4）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
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（5）結合後企業の名称
変更はありません。

（6）取得した議決権比率
100％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として、株式を取得したためであります。

２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
当連結会計年度末をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しており、当連

結会計年度に係る連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 151,845千円
取得原価 151,845千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 26,157千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額

33,525千円

（2）発生原因
主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

（3）償却方法及び償却期間
５年間にわたる均等償却
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６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 257,124千円
固定資産 223,851 〃
資産合計 480,976 〃
流動負債 149,598 〃
固定負債 213,058 〃
負債合計 362,656 〃

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損
益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 14,374,294 流 動 負 債 8,535,545
現 金 及 び 預 金 2,418,773 支 払 手 形 2,878
受 取 手 形 26,887 買 掛 金 1,202,703
売 掛 金 3,711,495 電 子 記 録 債 務 870,328
電 子 記 録 債 権 3,006,220 短 期 借 入 金 4,650,000
商 品 及 び 製 品 1,687,541 １年以内返済予定の長期借入金 553,400
仕 掛 品 854,203 未 払 金 169,047
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,112,400 未 払 法 人 税 等 25,310
前 払 費 用 52,832 リ ー ス 債 務 35,996
短 期 貸 付 金 121,773 未 払 費 用 142,979
未 収 入 金 370,443 預 り 金 182,367
そ の 他 の 流 動 資 産 11,722 賞 与 引 当 金 331,580

固 定 資 産 16,195,236 そ の 他 の 流 動 負 債 368,953
有 形 固 定 資 産 4,424,029 固 定 負 債 7,212,233
建 物 及 び 構 築 物 990,880 長 期 借 入 金 3,508,900
機 械 及 び 装 置 2,437,476 リ ー ス 債 務 89,124
車 輌 運 搬 具 6,999 退 職 給 付 引 当 金 3,532,360
工 具、 器 具 及 び 備 品 246,416 そ の 他 の 固 定 負 債 81,848
土 地 428,820 負 債 合 計 15,747,778
リ ー ス 資 産 117,536 純 資 産 の 部
建 設 仮 勘 定 195,900 株 主 資 本 12,786,387

無 形 固 定 資 産 68,295 資 本 金 4,109,101
ソ フ ト ウ エ ア 43,318 資 本 剰 余 金 3,853,007
リ ー ス 資 産 6,898 資 本 準 備 金 1,030,000
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 18,078 そ の 他 資 本 剰 余 金 2,823,007

投資その他の資産 11,702,912 利 益 剰 余 金 7,202,240
投 資 有 価 証 券 3,245,681 そ の 他 利 益 剰 余 金 7,202,240
関 係 会 社 株 式 7,277,238 繰 越 利 益 剰 余 金 7,202,240
差 入 保 証 金 17,850 自 己 株 式 △ 2,377,962
事 業 保 険 229,511 評価・換算差額等 2,035,364
繰 延 税 金 資 産 859,998 その他有価証券評価差額金 2,035,364
その他の投資その他の資産 72,632 純 資 産 合 計 14,821,752

資 産 合 計 30,569,531 負 債 及 び 純 資 産 合 計 30,569,531
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損 益 計 算 書
（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 15,684,101
売 上 原 価 11,951,716
売 上 総 利 益 3,732,385
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,370,863
営 業 利 益 361,522
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 528,912
為 替 差 益 77,525
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 120,258
そ の 他 の 営 業 外 収 益 55,795 782,493

営 業 外 費 用
支 払 利 息 122,784
棚 卸 資 産 処 分 損 42,287
そ の 他 の 営 業 外 費 用 84,610 249,681

経 常 利 益 894,333
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 433 433

税 引 前 当 期 純 利 益 894,766
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 72,370
法 人 税 等 調 整 額 78,697 151,067
当 期 純 利 益 743,698
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株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

（単位：千円）

残高及び変動事由

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

資 本
準 備 金

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,109,101 1,030,000 2,823,007 3,853,007 7,249,239 7,249,239
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − △ 790,697 △ 790,697
当 期 純 利 益 − 743,698 743,698
自 己 株 式 の 取 得 − −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − −

当 期 変 動 額 合 計 − − − − △ 46,998 △ 46,998
当 期 末 残 高 4,109,101 1,030,000 2,823,007 3,853,007 7,202,240 7,202,240

（単位：千円）

残高及び変動事由
株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △ 1,697,864 13,513,484 1,701,777 1,701,777 15,215,261
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △ 790,697 − △ 790,697
当 期 純 利 益 743,698 − 743,698
自 己 株 式 の 取 得 △ 680,097 △ 680,097 − △ 680,097
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − 333,587 333,587 333,587

当 期 変 動 額 合 計 △ 680,097 △ 727,096 333,587 333,587 △ 393,509
当 期 末 残 高 △ 2,377,962 12,786,387 2,035,364 2,035,364 14,821,752
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式…………………移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品・製品・仕掛品……総平均法（但し、受注生産品は個別法）
原 材 料……総平均法（但し、購入品は最終仕入原価法）
貯 蔵 品……最終仕入原価法

（3）デ リ バ テ ィ ブ……時価法
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
……定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 15〜35年
機械及び装置 12年

（2）無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

……定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リ ー ス 資 産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい
ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金……債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債
権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。

（2）賞 与 引 当 金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること
としております。

４．収益及び費用の計上基準
当社は、油圧機器（油圧製品、システム製品、環境機械）の製造販売を主な事業の内容と

しております。当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時
点は以下のとおりであります。
油圧機器の製造販売は、顧客との契約に基づくものであり、個々の製品単位で履行義務を

識別しております。
国内顧客への販売における油圧機器の引き渡しについては、検収時点において充足される

履行義務と判断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、油圧製品及びシステム製
品については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
あるため出荷時に収益を認識しております。
海外顧客への販売における油圧機器の引き渡しについては、船積み時点において充足され

る履行義務と判断し、当該時点で収益を認識しております。
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会
計処理の方法と異なっております。

（2）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が
認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており

ます。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

変動金利の借入金、外貨建金銭債権をヘッジ対象とし、金利スワップ、通貨オプショ
ン取引等をヘッジ手段として用いております。

③ ヘッジ方針
ヘッジ取引は実需に基づいたリスクのみを対象とし、投機的な手段として行っており

ません。
④ ヘッジ有効性評価の方法

原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場
変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の当該累計とを比較し、両者の変
動額等を基礎にして判断しております。

２．表示方法の変更
貸借対照表
前事業年度において「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」につい

ては、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。

前事業年度において「買掛金」に含めておりました「電子記録債務」については、重要性
が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業

年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりです。
固定資産の減損
当社のグルーピングの方法は、油圧製品部門、システム製品部門、環境機械部門の事業部

門別を基本にしており、また将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件
単位でグルーピングをしております。
減損の兆候がある資産グループについては、当該資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローがこれらの帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは経営計画を基礎としており、経営計画は経営陣

により承認され、当該経営計画では、営業利益計上の計画となっております。
資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、その回収可能価額を著し

く低下させる変化は見込みも含めて生じておらず、経営環境の著しい悪化や、資産又は資産
グループの市場価格の著しい下落はありません。
資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象がある場合には、当該資産又

は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行いますが、そのような事
象である減損の兆候はないものと判断しております。
ただし、当社をとりまく競争環境や為替の変動等の将来の不確実な経済条件の変動の結果

によって影響を受ける可能性があり、資産又は資産グループが使用されている営業活動から
生じる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなるか、あるいは、継続してマイ
ナスとなる見込みとなることや、資産又は資産グループの使用範囲・使用方法の変化、経営
環境の著しい悪化、資産又は資産グループの市場価格の著しい下落が見られることによって
減損の兆候があると判断された場合には、翌事業年度以降、減損損失の認識を行うかどうか
の判定が行われることにより固定資産の減損処理が必要となる可能性があります。
なお、当事業年度末において、有形固定資産4,424,029千円、無形固定資産68,295千円、

合計4,492,324千円を貸借対照表に計上しております。
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４．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 13,481,662千円

２．保 証 債 務
下記の会社の金融機関からの借入金について、債務保証を行っております。
ユケン・インディアLTD. 985,617千円
油研液圧工業（張家港）有限公司 23,110 〃
計 1,008,727千円

３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
短期金銭債権 2,092,356千円
短期金銭債務 337,043千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売 上 高 3,814,339千円
仕 入 高 1,494,278千円
営業取引以外の取引高 575,033千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 954,105株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
退職給付引当金 1,296,666千円
賞与引当金 104,447 〃
投資有価証券評価損 396,011 〃
棚卸資産評価損 25,029 〃
その他 97,848 〃
繰延税金資産小計 1,920,004千円
評価性引当額 △ 494,299 〃
繰延税金資産合計 1,425,704千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △ 523,451千円
その他 △ 42,254 〃
繰延税金負債合計 △ 565,705千円
繰延税金資産純額 859,998千円

８．関連当事者との取引に関する注記
当社の子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等
の所有
(被所有)

割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ユケン・インディア
LTD.

所有

直接 47.00

当社製品の
製造・販売
役員の兼務

債務保証
（注）１
増資の引受
（注）２

985,617千円

1,137,251千円
― ―

関連会社 株式会社北陸油研
所有

直接 42.13

当社製品の
販売

役員の兼務

油圧製品の
販売

（注）３
866,569千円 電子記録

債権 372,459千円

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社は、ユケン・インディアLTD.の銀行借入に対して債務保証を行っております。
（注）２．ユケン・インディアLTD.の生産能力の増強を目的とした増資を当社が引き受けたものであります。
（注）３．油圧製品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
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９．収益認識に関する注記
・収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 4,167円43銭
１株当たり当期純利益 202円55銭
（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

11．企業結合等に関する注記
連結注記表「10．企業結合等に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年６月２日

油研工業株式会社
取締役会 御中

あ お い 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 角 田 康 郎
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 川 前 興 平

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、油研工業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、油研工業株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年６月２日

油研工業株式会社
取締役会 御中

あ お い 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 角 田 康 郎
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 川 前 興 平

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、油研工業株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日まで

の第82期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第82期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画等に従い、取
締役、内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会、本部長会議、サステナビリティ推進委員会、グループ会社社長会その他重要な会議に出
席又は資料及び議事録を閲覧し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、子会社に係わる重要な会議への出席を通じ事業の報告を受け、また資料及び議事録の閲覧
を通じて事業の状況を確認し、必要に応じて説明を求めました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、内部監査室その他の使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け必要に応じて説明を求め意見を表明い
たしました。
なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及びあおい監査法人及び内
部監査室から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて、説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備・運
用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。子会社も含めた内部統制システムの継続的な充実は、今後とも重要であると考えます。財務報
告に係る内部統制については、本監査役会監査報告書の作成時点において、あおい監査法人からは
「開示すべき重要な不備は発見されていない」旨の報告を書面で受けております。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118
条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので
はなく、かつ当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人あおい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人あおい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年６月３日
油研工業株式会社 監査役会

常勤監査役 市 川 傑 士 ㊞
常勤監査役（社外監査役）伊 勢 浩 祐 ㊞
監査役（社外監査役） 髙 島 雅 博 ㊞

以 上
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上谷台バス停

ガソリンスタンド

プジョー

消防署

国道467号線

町田・大和方面

藤沢湘南台
病院

長後駅

藤沢総合
高等学校

りそな銀行

いすゞ 自動車
藤沢工場

油研工業㈱
本社・相模事業所

引地川引地川

歩道橋

東京へ藤沢駅小田原へ

JR東海道線

小田急
江ノ島線

Ｎ

株主総会会場ご案内図

神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号
油研工業株式会社 本社大会議室

〔道 順〕
・小田急江ノ島線長後駅西口より徒歩12分
・小田急江ノ島線長後駅西口バスターミナル③番乗り場より（綾瀬車庫・綾瀬市役所・さがみ野
駅・桜が丘駅行き何れも通ります。）ご乗車いただき、上谷台（長後駅より１停留所）で下車
ください。
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